
 

船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算補助金の交付に関する要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、重度身体障害者を受け入れる生活介護事業所の設置者（以下「設

置者」という。）に対し、予算の範囲内において船橋市重度身体障害者生活介護事業所

職員配置加算補助金（以下「補助金」という。）を交付することにより、生活介護事業

所における重度身体障害者の受入れを可能とし、もって重度身体障害者の福祉の増進

に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 重度身体障害者 身体障害者福祉法(昭和２４年法律第２８３号)第４条に規定する

身体障害者手帳を所持する者のうち、障害支援区分に係る市町村審査会による審査

及び判定の基準等に関する省令（平成２６年厚生労働省令第５号）第１条に規定す

る区分５若しくは区分６又はこれらに準ずる者をいう。 

⑵ 生活介護事業所 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第５条第７項に規定する生活介

護を実施する事業所として、市より法第３６条に基づく指定を受けた事業所をいう。 

（交付の要件） 

第３条 補助金の交付を受けることができる設置者は、次に掲げる要件を備えたものと

する。なお、第３号から第５号については、事業実施期間の前年度実績において算定

するものとし、第６号及び第７号については事業実施期間の月ごとに算定するものと

する。その他、平均利用者数等の算定にあたっては、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備

及び運営に関する基準について（平成１８年１２月６日障発第１２０６００１号厚生

労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）に準じるものとする。 

⑴ 市内において、生活介護事業所を設置していること。ただし、障害者支援施設にお

いて生活介護事業を実施している場合及び国又は地方公共団体が設置する生活介

護事業所（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に

基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。）を除く。 



 

⑵ ２０人以上の定員を有する生活介護事業を実施していること。 

⑶ 利用者の平均障害支援区分が５以上であること。 

⑷ 重度身体障害者の総数が、利用者の数の合計数の１００分の７０以上であること。 

⑸ 利用契約を締結した者（以下「契約者」という。）の総数のうち、市内に居住する

者の割合が１００分の８０以上であること。 

⑹ 人員配置体制加算（Ⅰ）を算定しているものとして、市に届出を行っていること。 

⑺ 看護職員、生活支援員、理学療法士又は作業療法士の直接処遇にあたる職員（以下

「直接処遇職員」という。）の合計数が、常勤換算方法で平均利用者数を１．５で

除して得た数以上配置していること。 

（実施の承認の申請） 

第４条 この要綱に基づき船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算事業を実

施することについて承認を受けようとする設置者は、船橋市重度身体障害者生活介護

事業所職員配置加算事業実施承認申請書（第１号様式）に必要書類を添えて申請しな

ければならない。 

 （実施の承認） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、承認の可否を

決定し、船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算事業実施承認可否決定通

知書（第２号様式）により、当該申請をした設置者に通知するものとする。 

 （変更の届出等） 

第６条 前条の規定による承認の通知を受けた設置者は、申請した事項に変更の必要が

生じたときは、船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算事業実施承認申請

事項変更届出書（第３号様式）により、市長に届け出なければならない。 

２ 事業者は、申請した事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、船橋市重度身体

障害者生活介護事業所職員配置加算事業廃止・休止・再開届出書（第４号様式）によ

り、市長に届け出なければならない。 

（補助金の額等） 

第７条 補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の対象経費、補助基本額及

び補助額は、別表のとおりとする。 

（交付の申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする設置者は、船橋市重度身体障害者生活介護事業



 

所職員配置加算補助金交付申請書（第５号様式）に必要書類を添えて、市長に申請し

なければならない。 

 （交付可否の決定等） 

第９条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可

否を決定し、その旨を船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算補助金交付

可否決定通知書（第６号様式）により、当該申請をした設置者に通知する。 

 （変更等の承認の申請） 

第１０条 前条の規定による補助金を交付する旨の決定（以下「交付決定」という。）を

受けた者（以下「交付決定者」という。）は、補助金に係る事業の変更、中止又は廃止

をしようとするときは、船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算補助金変

更等承認申請書（第７号様式）に必要書類を添えて申請しなければならない。 

 （変更等の承認） 

第１１条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、承認の可否

を決定し、船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算補助金変更等承認可否

決定通知書（第８号様式）により、当該申請をした設置者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１２条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、船橋市重度身体障害者生活介護

事業所職員配置加算補助金実績報告書（第９号様式）に必要書類を添えて、速やかに

市長に報告しなければならない。 

 （額の確定） 

第１３条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、補助金

の額を確定し、その旨を船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算補助金確

定通知書（第１０号様式）により、交付決定者に通知する。 

（交付の時期） 

第１４条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助事業が完了した後に交付する。

ただし、市長が必要があると認めるときは、補助事業の完了前に交付することができ

る。 

 （交付の請求） 

第１５条 前条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、船橋市重度身体障

害者生活介護事業所職員配置加算補助金交付請求書（第１１号様式）により、市長に



 

請求しなければならない。 

（交付決定の取消し等） 

第１６条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を

取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部に相当する額を返還させるも

のとする。 

⑴ 第３条に掲げる交付の要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

⑶ 交付した補助金を、目的外に使用したとき。 

⑷ この要綱又は交付決定に付した条件に違反したとき。 

（書類の保管） 

第１７条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、当該

収入及び支出について証拠書類を整備し、これらを事業完了後、５年間保管しなければ

ならない。 

（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成２７年１１月５日から施行し、平成２７年４月１日以降実施する船橋

市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算事業について適用する。 

 



 

別表 

（対象経費、補助基本額及び補助額） 

備考 

１ 職員雇用経費とは、給料、各種手当、社会保険事業主負担金をいう。 

２ 対象職員数とは、利用者数を１．５で除した数から平均利用者数を１．７で除して

得た数を減じた数をいう。 

 

対象経費 補助基本額 補助額 

事業所において、人員配置体

制加算(Ⅰ)を算定するにあた

って必要な人員配置を上回っ

て雇用する直接処遇職員の雇

用に係る職員雇用経費 

船橋市職員の初任給、昇格、

昇給等の基準を定める規則に

定める短大卒初任給の額の年

額に期末手当及び勤勉手当相

当額を加算した額に対象職員

数を乗じて得た額 

 対象経費と補助基本額

を比較して、いずれか少

ない額。 

ただし、以下の場合は

補助額の年額から当該月

分を除くものとする。 

１ 交付要件に満たない

場合 

２ 運営日数が、月の日数

の２分の１に満たない

場合 



 

第１号様式 

船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算事業実施承認申請書 

 年  月  日 

 船橋市長 あて 

                     住   所 

                     法 人 名 

                    代表者氏名           印 

（添付書類）①勤務体制及び勤務形態一覧表 ②前年度の利用者の利用状況 

  ③その他市長が必要があると認める資料 

※平均利用者数等の算定にあたっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について

（平成 18年 12月６日障発第 1206001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）に準

じること。 

※（Ｂ）から（Ｈ）までの記載にあたっては、常勤換算方法により記載すること。 

※（Ｃ）は年度ごとの補助事業実施開始月時点の職員配置数について記載すること。なお、別添

の従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表の内容と一致させること。 

※（Ｇ）及び（Ｈ）は小数点第２位を切り上げ、第１位まで記載すること。

施設の名称  

施設の所在地  

生活介護の定員数 人 

補助事業実施期間 
平成  年  月  日から 

平成  年  月  日まで 

前年度の平均利用者数（Ａ） 人 

利用者の平均障害支援区分  

重度身体障害者の割合 ／１００ 

契約者の総数のうち市内に居住する者の割合 ／１００ 

指定基準上必要な直接処遇職員数（Ｂ） 

（職員配置体制加算（Ⅰ）の算定に係る直接処遇職員数を含む） 

       人 

        

直接処遇職員の現員数（Ｃ）        人 

基準を上まわり配置している直接処遇職員数（Ｄ）＝（Ｃ）－（Ｂ）  人 

対象職員数 

（Ｆ）＝（Ｇ）－（Ｈ） 

（Ｇ）＝（Ａ）／１．５  

 人 （Ｈ）＝（Ａ）／１．７  



 

第２号様式 

船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算事業実施承認可否決定通知書 

                         第     号 

                         年  月  日 

 

  様  

 

             船橋市長 

 

   年  月  日付けで申請のあった船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配

置加算事業実施施設について下記のとおり通知します。 

 

記 

 

１ 承認する 

   

２ 承認しない 

 理由 



 

第３号様式 

船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算事業実施承認申請事項変更届出書 

          年  月  日 

 

 船橋市長  あて 

 

                       住   所 

                       法 人 名 

                       代表者氏名          印 

 

 次のとおり承認を受けた内容を変更したので届け出ます。 

備考 変更内容がわかる書類を添付してください。 

承認内容を変更した施

設 

種別  

名称  

所在地  

変更があった事項 変更の内容 

１ 施設の名称  

２ 施設の所在地 

３ 生活介護の定員数 

４ 昨年度の平均利用者数 

５ 利用者の平均障害支援区分 

６ 重度の身体障害者の割合 

７ 契約者の総数のうち市内に居住する者の割合 

８ 指定基準上必要な直接処遇職員数 

９ 直接処遇職員の現員数 

10 基準を上まわり配置している直接処遇職員数 

11 船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置

加算事業にあたる直接処遇職員数 

変更年月日  



 

第４号様式 

船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算事業廃止・休止・再開届出書 

年  月  日 

 

 船橋市長  あて 

 

住   所 

法 人 名 

代表者氏名           印 

 

 次のとおり船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算事業実施施設を廃止・

休止・再開しましたので届け出ます。 

 

 

廃止・休止・再開する施設 

種別  

名称  

所在地  

廃止・休止・再開した年月日  

廃止・休止した理由  

船橋市重度身体障害者生活介護

事業所職員配置加算事業実施施

設に入所していた者に対する措

置（廃止・休止した場合のみ） 

 

休止予定期間  



 

第５号様式 

 

船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算補助金交付申請書 

 

年  月  日 

 船橋市長 あて 

所 在 地            

申請者 名 称            

代表者氏名          印 

 

 船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算補助金の交付を受けたいので、下

記のとおり申請します。 

 

記 

１．交付申請額 

 

２．事業所名 

 

３．添付書類 

 ⑴ 船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算補助金所要額調書 

 

     ⑵ 収支予算書抄本 

      



 

第６号様式 

 

船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算補助金交付可否決定通知書 

 

    第     号 

年  月  日 

               様 

                    船橋市長       印  

 

     年 月 日付で申請のあった船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置

加算補助金の交付について、下記のとおり決定したので通知します。 

 

記 

１．交付します。 

事業所名 

 

交付申請額                         円 

 

 交付決定額                         円 

 

２．交付しません。 

  理由 

 

 

 

 

 

交付条件 

 （１）補助事業等の内容又は経費の配分の変更をするときは、市長の承認を得ること。 

 （２）補助事業等を中止し、又は廃止するときは、市長の承認を得ること。 



 

第７号様式 

 

船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算補助金変更等承認申請書 

 

年  月  日  

 船橋市長 あて 

所 在 地           

申請者 名 称           

代表者氏名           

 

 

     年  月  日付で交付決定のあった船橋市重度身体障害者生活介護事業所

職員配置加算補助金事業について（変更・中止・廃止）したいので、関係書類を添えて

申請します。 

  

記 

  １ 事業所名 

２ 変更、中止又は廃止年月日 

３ 補助事業の内容（変更の場合） 

 ⑴ 変更交付申請額                円 

 ⑵ 船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算補助金所要額調書 

  



 

第８号様式 

 

船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算補助金変更等承認可否決定通知書 

 

    第     号 

年  月  日 

               様 

                    船橋市長       印  

 

     年 月 日付で申請のあった船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置

加算補助金の変更等について、下記のとおり決定したので通知します。 

 

記 

１．承認します。 

事業所名 

 

  変更、中止又は廃止年月日 

 

変更交付申請額                         円 

 

 変更交付決定額                         円 

 

２．承認しません。 

  理由 

 

 

 

交付条件 

 （１）補助事業等の内容又は経費の配分の変更をするときは、市長の承認を得ること。 

 （２）補助事業等を中止し、又は廃止するときは、市長の承認を得ること。 



 

第９号様式 

船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算補助金実績報告書 

 

年  月  日  

 船橋市長 あて 

所 在 地           

申請者 名 称           

代表者氏名           

 

 

     年  月  日付けで交付決定のあった船橋市重度身体障害者生活介護事業

所職員配置加算補助金に係る事業実績について、関係書類を添えて報告します。 

 

記 

   １ 事業所名 

   ２ 添付書類 

    ⑴ 船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算補助金精算書 

    ⑵ 船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算補助金所人員配置体制

報告書 

⑶ 収支決算（見込）書抄本 



 

第１０号様式 

 

船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算補助金確定通知書 

 

        第     号 

年  月  日 

         様 

 

船橋市長       

 

 

     年  月  日付けで実績報告のあった船橋市重度身体障害者生活介護事業

所職員配置加算補助金について、交付額を下記のとおり確定したので通知します。 

  

記 

 

１ 事業所名 

２ 交付確定額                      円 



 

第１１号様式 

船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算補助金交付請求書 

 

年  月  日  

 船橋市長 あて 

所 在 地            

申請者 名 称            

  代表者氏名          ㊞ 

                       

 

   船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算補助金の交付を下記のとおり

請求します。 

 

記 

 

１ 事業所名 

２ 交付決定額                 円 

３ 交付確定額                 円 

４ 交付済額                  円 

   ５ 今回請求額                 円 

  



 

 

サービスの種類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 別紙１

従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表（　　　　　年　　　　　　　　月　分　） 事業所・施設名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

備考１

備考２ 申請する事業に係る従業者全員（管理者含む）について、４週間分の勤務すべき時間数を記載してください。勤務時間ごとに区分して番号を付し，その番号を記載してください。

例 ・勤務時間　　　①８：３０～１７：００（7h45），②１６：３０～１：００（7h45），③０：３０～９：００（7h45），④９：００～１２：００（3h），⑤１１：００～１５：００（4h），⑥休日

上記のように勤務時間を区分し，従業者ごとにその日の勤務時間に該当する番号をそれぞれ記載してください。

※　区分した勤務時間の内容も記載してください。

備考３ 職種ごとに下記の勤務形態の区分の順にまとめて記載し、「週平均の勤務時間」については、職種ごとのＡの小計と、Ｂ～Ｄまでを加えた数の小計の行を挿入してください。

　 勤務形態の区分　　　Ａ：常勤で専従　Ｂ：常勤で兼務　Ｃ：常勤以外で専従　Ｄ：常勤以外で兼務

備考４ 常勤換算が必要な職種は、Ａ～Ｄまでの「週平均の勤務時間」をすべて足し、常勤の従業者が週に勤務すべき時間数で割って，「常勤換算後の人数」を算出してください。

備考５ 算出にあたっては、小数点以下第２位を切り捨ててください。

備考６ 資格の有無及び種類は、「介護福祉士」「理学療法士」等の資格、または養成研修等を受講している場合は「ホームヘルパー○級」等を記載してください。

備考７ 従業員の変更届に添付する場合は、新しい職員配置となる勤務予定表を作成願います。

＊欄には，当該月の曜日を記載してください。

４ 週 の

週平均

の勤務

時 間

常勤換

算後の

人 数

資 格 の 有 無

職 種 氏 名

形 態 合 計 及 び 種 類

第４週勤 務 第１週 第２週 第３週



 

 

別紙２

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

0

有　・　無 0

有　・　無 0

有　・　無 0

有　・　無 0

有　・　無 0

有　・　無 0

有　・　無 0

有　・　無 0

有　・　無 0

有　・　無 0

有　・　無 0

有　・　無 0

有　・　無 0

有　・　無 0

有　・　無 0

有　・　無 0

有　・　無 0

有　・　無 0

有　・　無 0

有　・　無 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

※　平成１８年厚生労働省告示第５５６に該当する利用者については記載しないこと。（前年度の利用者の平均値から除外）

　　（次の要件に該当するもので、生活介護を利用できる区分を満たさない者（区分2以下（５０歳以上の者は区分1以下)）

　　　要件：特定旧法指定施設時の当該施設を利用している者で、継続的に利用している者又は再度利用する者
0

（各月の開所日数）

合　　　　　計

内訳

障害支援区分が５又は６

障害支援区分が４以下で、行動関連項目の点
数の合計が１０点以上
障害支援区分が４以下で、喀痰吸引等を必要
とする者

合　　　　　計

上記以外

区分５・６若しくはこれに
準ずるものの割合

利用者の利用状況（平成　　年度）

利用者氏名

障害
支援
区分
①

行動関連項目
の点数の合計
が１０点以上

②

喀痰吸引等を
必要とする者

③

利用日数（開所日数）

援護の実
施機関



 

 

船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算補助金所要額調書

（補助所要額）

（対象経費積算内訳）

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

※人員配置体制加算(Ⅰ)を算定するにあたって必要な人員配置を上回って雇用する直接処遇職員すべてについて記載してください。

別紙３

合計

円

～ 円 円 円 円

円

～

円

円

対象経費の支出予定額
（職員雇用経費）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

～

～

～

円

円

円

～

～

～

対象経費の
支出予定額

Ａ

円

職員氏名 雇用期間

～

～

～

（注）補助所要額（Ｃ）は、対象経費の支出予定額（Ａ）と補助基本額（Ｂ）とを比較して、いずれか少ない額を計上すること。

本俸 手当

～ 円 円

社会保険事業主
負担金

円

常勤換算数

補助基本額

Ｂ

円

補助所要額

Ｃ

円

補助対象月数
補助金額
Ｃ×Ｄ

Ｄ Ｅ

　／１２
円



 

 

船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算補助金精算書

（補助所要額）

（対象経費積算内訳）

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

※人員配置体制加算(Ⅰ)を算定するにあたって必要な人員配置を上回って雇用する直接処遇職員すべてについて記載してください。

別紙４

対象経費の
支出予定額

補助基本額 補助所要額

Ａ Ｂ Ｃ

補助対象月数

Ｄ

補助金額
Ｃ×Ｄ

Ｅ

対象経費の支出予定額
（職員雇用経費）

～ 円 円 円 円

円 円 円

（注）補助所要額（Ｃ）は、対象経費の支出予定額（Ａ）と補助基本額（Ｂ）とを比較して、いずれか少ない額を計上すること。

職員氏名 雇用期間 常勤換算数 本俸 手当
社会保険事業主

負担金

　／１２
円

円

～ 円 円 円 円

～ 円 円 円

円

～ 円 円 円 円

～ 円 円 円

円

～ 円 円 円 円

～ 円 円 円

円

～ 円 円 円 円

～ 円 円 円

円

～ 円 円 円 円

～ 円 円 円

円

合計 円

～ 円 円 円



 

 

船橋市重度身体障害者生活介護事業所職員配置加算補助金所人員配置体制報告書

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

※

直接処遇職員数・・・看護職員、生活支援員、理学療法士又は作業療法士の直接処遇にあたる職員
・直接処遇職員数は常勤換算方法による

平均利用者数等の算定にあたっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備
及び運営に関する基準について（平成18年12月６日障発第1206001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）に準じること。

直接処遇職員数（Ｃ）

（Ｂ）と（Ｃ）を比較して
いずれか多い数
※ＢかＣかいずれかを記
入

【　　年度】

別紙５

前年度の
平均利用者数（Ａ）

（Ｂ）＝（Ａ）／１.５


